
「障害児通所支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書」（体制届） 

提出の取り扱いについて 

 

（１）提出の期日について 

 

本市における障害児通所支援給付費等算定に係る体制等に関する届出書（以下、体制届

という。）の提出の時期は、以下のとおりです。 

 

① 新規で加算の算定を開始、または加算単位数が増える加算区分へ変更する場合 

  → 算定開始月の前月 15日まで（15日が閉庁日の場合はその前開庁日まで） 

② 加算の取り下げ、加算単位数が減る加算区分へ変更する場合 

  → 随時（加算体制がとれなくなる等の事由が生じてから速やかに） 

③ 運営指導等により過誤調整が必要になった場合 

  → 随時（過誤申し立て依頼書の提出より前に） 

 

 また、請求審査に係る岐阜県国民健康保険団体連合会との事業所台帳情報の連携の都合

上、②の場合に体制届をご提出いただく際は随時ではありますが、遅くとも体制変更月の

当月 20 日頃を目途にご提出いただきますようお願いします。（20 日以降に加算体制がとれ

ないことが分った場合を除く。） 

 

例  4月 5日に職員が退職したことで、4月の職員加配加算がとれなくなった。 

  → 4月 1日付（異動日）で作成した体制届を 4月 20日までに提出 

 

 ③の場合も同様の都合により、遅くとも過誤申し立て後に再請求を行う月の前月 20 日

までにご提出をお願いします。（それ以前にご提出いただく分には問題ありません。） 

 

 例 R7.6 月の運営指導により R6.5 月分の過誤調整が必要となり、R7.7 月受付分の請求

で過誤調整を行う場合 

   → R6 年 5 月 1 日付（異動日）と R6 年 6 月 1 日付（異動日）※ で作成した体制 

届を R7年 6月 20日までに提出 
 

  児童指導員等加配加算の場合・・・ 

R6.4月 R6.5月 R6.6月 

区分：常勤専従 5年以上 

区分：常勤専従 5年以上 
区分：常勤換算 5年以上 

※ 専従の体制でないと発覚 
区分：常勤専従 5年以上 

 

 

 

R6 年 5 月１日付で「常勤換算 5

年以上」の区分の体制届を提出 

R6 年 6 月１日付で「常勤専従 5

年以上」の区分の体制届を提出 



 ※ 過去の請求実績について過誤調整を行う場合には、過誤調整対象月の 1 日付で正し

い体制に変更する体制届と、対象月翌月 1 日付で変更前の体制に戻す体制届の 2 部

を作成いただき、ご提出ください。 

 

（２）体制届に記載する日付について 

  

 

 

年 月 日

：

：
：
：

)

連 絡 担 当 者

電 話 番 号

障
害
児
通
所
給
付

１ 新規 ２ 変更 ３ 終了保 育 所 等 訪 問 支 援

医療型児童発達支援 １ 新規 ２ 変更

郵便番号（

３ 終了

児 童 発 達 支 援 １ 新規 ２ 変更

事 業 所 （ 施 設 ）
の 名 称

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

事 業 所 （ 施 設 ）
の 所 在 地

届け出る事業所の事業の
種類及び同一所在地にお
いて行う事業等の種類等

実施
事業

異動等の区分

（体制様式（届出書））

　このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所番号 ２ １

代表者の職・氏名

障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書

令和 　 　

居宅訪問型児童発達支
援

岐阜市長　様

届出者

法 人
の 所 在 地 ：

名 称 ：

放課後等デイサービス １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

メ ー ル ア ド レス

異動年月日

３ 終了

１ 新規 ２ 変更 ３ 終了

障 害 児 相 談 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

（別紙１ー２）

障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス
特例による指定の

有無
定員規模
（※1）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

児童発達支援
１．児童発達支援センター
２．児童発達支援センター以外

１．重症心身障害以外
２．重症心身障害

未就学児等支援区分 １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

各サービス共通 地域区分

定員超過 １．なし　　２．あり

職員欠如 １．なし　　２．あり

　11．一級地　　12．二級地　　13．三級地　　14．四級地　　15．五級地
  16．六級地　　17．七級地　　23．その他

開所時間減算区分（※2） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

自己評価結果等未公表減算 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者欠如 １．なし　　２．あり

開所時間減算 １．なし　　２．あり

虐待防止措置未実施 １．なし　　２．あり

業務継続計画未策定 １．なし　　２．あり

支援プログラム未公表減算 １．なし　　２．あり

身体拘束廃止未実施 １．なし　　２．あり

看護職員加配体制（重度） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

情報公表未報告 １．なし　　２．あり

児童指導員等加配体制
　　　１．なし　４．その他従業者

　　６．常勤専従（経験５年以上）　７．常勤専従（経験５年未満）
８．常勤換算（経験５年以上）　９．常勤換算（経験５年未満）

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

送迎体制 １．なし　　２．あり

栄養士配置体制（※3）
１．なし　　　　　　２．その他栄養士
３．常勤栄養士　　　４．常勤管理栄養士

食事提供加算区分 １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

延長支援体制 １．なし　　２．あり

専門的支援加算体制 １．なし　　２．あり

送迎体制（重度） １．なし　　２．あり

送迎体制（医ケア） １．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制 １．なし　　２．あり

人工内耳装用児支援体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

中核機能強化加算対象 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

中核機能強化事業所加算対象 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※10）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）

１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

指定管理者制度適用区分 １．非該当　　２．該当

入浴支援体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※9） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

地域生活支援拠点等 １．非該当　　２．該当

共生型サービス対象区分 １．非該当　　２．該当

共生型サービス体制強化（※4） １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ

共生型サービス体制強化（医療的ケア）（※4） １．なし　　２．あり

経過措置対象区分 １．非該当　　２．該当
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② 

① 

加算等の体制は原則、月単位で体制が

とれているかで判断することになるた

め、②と③の異動年月日は変更月 1 日

で記入いただくことになります。 
 

例 令和 7年 4月１日、R7.4.1 等 

 

①については、 

体制届の提出日を記入してください。 

 

②については、 

体制の変更が適用される異動年月日

（変更日）を記入してください。 

 

③は②同様、 

体制の変更が適用される異動年月日

（変更日）を記入してください。 

③ 



（３）総括表上の該当区分の記入方法について 
 

 体制届の総括表で加算等の該当区分を選択する場合は、該当する数字または区分全体を

〇または□で囲み、分かりやすくご記入ください。ずれ等があると該当区分が確認できな

い場合がありますので、囲む際には該当箇所からずれがないようにお願いします。 
 

 
 

 また、総括表を作成する場合には変更となる加算等のみではなく、実施サービスの総括

表に記載されている加算等の全ての該当する区分を囲むようお願いいたします。 

 適用開始日については、変更する加算等のみの記入で問題ありません。 

 

（４）体制届に添付する書類について 
 

 体制届の提出時には原則、「障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書」（体

制様式（届出書））及び総括表の提出が必要です。専門的支援実施加算、ケアニーズ対応加

算等、一部総括表に記載欄のない加算もありますが、その場合も「障害児通所給付費等算

定に係る体制等に関する届出書」（体制様式（届出書））及び総括表の提出は必須となりま

すので、ご注意ください。 

 また、変更となる加算等によっては、それらに加えて資格証の写しや実務経験証明書等

が必要となりますので、別掲の必要書類一覧をご確認の上、不足の無いようにご提出くだ

さい。 

 添付いただく従業者の方の資格証の写しや実務経験証明書等の書類については、照合等

の都合上、お手数ですが既に一度提出いただいている方の分であっても体制届の提出の都

度ご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（５）実務経験証明書の取り扱いについて 
 

 実務経験証明書については、原則当該人物に係る実務経験を証明する法人や事業所等に

よる押印を必須とします。給付費の増額に関する事項を証明する書類となるため、押印の

ない実務経験証明書は無効となりますのでご注意ください。 

 フォームからの提出時には、PDF 等のスキャンデータでの提出で問題ありません。運営

指導での確認等の際にご提示いただけるよう、押印のある原本は事業所で保管ください。 

 

その他該当する体制等

未就学児等支援区分 １．非該当　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ

地域区分

定員超過 １．なし　　２．あり

職員欠如 １．なし　　２．あり

　11．一級地　　12．二級地　　13．三級地　　14．四級地　　15．五級地
  16．六級地　　17．七級地　　23．その他

例 



（６）多機能型事業所が体制届を提出する場合の取り扱いについて 
 

多機能型事業所として、複数のサービス提供を実施する事業所が体制届の提出を行う場

合、障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書（体制様式（届出書））上の実

施事業の欄は、体制が変更となるサービスについては◎を、変更のないサービスには〇を

つけて、実施する全てのサービスに◎または〇のいずれかをご記入いただくようお願いい

たします。 

また、その際の総括表の添付は体制が変更となるサービスのみで問題ありません。 

 

（７）その他 
 

 上記以外のご不明な点は、障がい福祉課 指導係までお問い合わせください。 


